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　令和８年７月末までは暫定的な
運用としてマイナ保険証をお持ち
の方にも資格確認書が送付されま
す（暫定運用の期間中、資格情報
のお知らせは交付されません）。

COPY

COPYNA
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後期高齢者医療資格確認書 有効期限

性　別
被 保 険 者 番 号
氏 名
生 年 月 日
資 格 取 得 年 月 日
交 付 年 月 日
負担割合・発効期日

限度区分・発効期日

長 期 入 院 該 当 日

保 険 者 番 号

保 険 者 名

特定疾病区分・発効期日

０００００００１
広域　花子

昭和　　年　　月　　日
平成２０年　４月　１日
令和　７年　８月　１日

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日
令和　　年　　月　　日
令和　　年　　月　　日

女

令和　８年　７月３１日

秋田県後期高齢者医療広域連合

１割

区Ⅰ

区分Ａ

３ ９ ０ ５ ０ ０ ０ ０

各
種
受
給
者
証
の
更
新
時
期
で
す

　
８
月
１
日
㈮
以
降
は
新
し
い
証
を
医
療
機
関
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

❶
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
方

新
し
い
資
格
確
認
書
を

　
　
　
　
　
　
　
郵
送
し
ま
す

■
有
効
期
限
が
７
月
31
日
㈭
の

　
被
保
険
者
証
ま
た
は
資
格

　
　
　
確
認
書
を
お
持
ち
の
方

　
新
し
い
資
格
確
認
書
を
７
月

31
日
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。
８

月
１
日
以
降
は
、
新
し
い
資
格

確
認
書
を
医
療
機
関
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

　
資
格
確
認
書
に
は
、
被
保
険

者
の
所
得
に
応
じ
た
自
己
負
担

割
合
（
１
割
、
２
割
ま
た
は
３

割
）
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
有
効
期
限
が
７
月
31
日
の
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

　
令
和
６
年
中
の
所
得
で
、
世

帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
と

な
る
世
帯
の
方
は
、
入
院
時
の

食
事
代
と
１
カ
月
の
医
療
費
自

己
負
担
限
度
額
の
減
額
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

　

限
度
額
適
用･

標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
は
、
有
効
期
限
の

７
月
31
日
を
も
っ
て
使
用
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
引
き
続
き
世

帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
と

な
る
世
帯
の
方
に
つ
い
て
は
、

限
度
額
区
分
が
記
載
さ
れ
た
資

格
確
認
書
を
７
月
31
日
ま
で
に

郵
送
し
ま
す
。
８
月
１
日
以
降

は
資
格
確
認
書
を
医
療
機
関
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
７
年
度
に
新
た
に
対
象

と
な
る
方
に
は
、
申
請
書
を
郵

送
し
ま
す
。

■
有
効
期
限
が
７
月
31
日
の

　
　
限
度
額
適
用
認
定
証
を

　
　
　
　
　
　
　
お
持
ち
の
方

　
令
和
６
年
中
の
住
民
税
の
課

税
所
得
が
、
１
４
５
万
円
以
上

の
被
保
険
者
と
、
そ
の
方
と
同

一
世
帯
に
い
る
被
保
険
者
で
、

現
役
Ⅰ
（
課
税
所
得
１
４
５
万

円
以
上
３
８
０
万
円
未
満
）
、

現
役
Ⅱ
（
課
税
所
得
３
８
０
万

円
以
上
６
９
０
万
円
未
満
）
に

該
当
す
る
方
は
、
１
カ
月
の
医

療
費
自
己
負
担
限
度
額
の
減
額

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
限
度
額
適
用
認
定
証
は
、
有

効
期
限
の
７
月
31
日
を
も
っ
て

使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
引

き
続
き
現
役
Ⅰ
ま
た
は
現
役
Ⅱ

と
な
る
方
に
つ
い
て
は
、
限
度

額
区
分
が
記
載
さ
れ
た
資
格
確

認
書
を
７
月
31
日
ま
で
に
郵
送

し
ま
す
。
８
月
１
日
以
降
は
医

療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
は
、

送
付
さ
れ
る
資
格
確
認
書
を
医

療
機
関
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
７
年
度
に
新
た
に
対
象

と
な
る
方
に
は
、
申
請
書
を
郵

送
し
ま
す
。

》
い
ず
れ
も

▼
問
合
せ　
市
民
保
険
課

　
　
　
　
　
℡
89
・
２
１
５
９

　
地
域
局
市
民
福
祉
課

　
　
　
　
　
℡
73
・
２
１
１
４

新しい資格確認書は

黄色です

便利です！

マイナ保険証がある場合

　マイナ保険証には、自己負担限度額区
分（限度額適用・標準負担額減額認定証
と限度額適用認定証の情報）が登録され
ているので、手続き不要で減額が受けら
れます。
　医療機関で限度額区分の記載のある資
格確認書を提示する必要がありません。

※オンライン資格確認を導入していない医
療機関では、限度額区分の記載のある資
格確認書の提示が必要です。
※福祉医療費受給者証など一部提示が必要
な証もあります。
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❷
介
護
保
険
の
方

各
証
の
更
新
手
続
き
を

　
　
　
　
　
行
っ
て
く
だ
さ
い

■
有
効
期
限
が
７
月
31
日
の

　
　
負
担
限
度
額
認
定
証
を

　
　
　
　
　
　
　
お
持
ち
の
方

　
施
設
サ
ー
ビ
ス
や
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
を
利
用
し
て
お
り
、
一

定
の
低
所
得
要
件
を
満
た
す
方

は
、
食
費
や
居
住
費
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

　
現
在
、
お
持
ち
の
負
担
限
度

額
認
定
証
は
更
新
手
続
き
が
必

要
で
す
。
案
内
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
期
日
ま
で
に
更
新
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
先

　
長
寿
い
き
が
い
課
⑯
〜
⑱
窓
口

　
地
域
局
市
民
福
祉
課

▼
更
新
の
期
間　
７
月
31
日
ま

で
▼
提
出
す
る
も
の

①
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

申
請
書

②
預
貯
金
な
ど
の
調
査
の
た
め

の
同
意
書

③
預
貯
金
・
定
期
預
金
な
ど
の

通
帳
の
写
し

■
有
効
期
限
が
７
月
31
日
の

　
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を

　
　
　
　
　
　
　
お
持
ち
の
方

　
要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受

け
て
お
り
、
一
定
の
低
所
得
要

件
を
満
た
す
方
は
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
際
の
負
担
が

１
〜
３
割
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
８
月
か
ら
使
用
す
る
新
し
い

割
合
証
を
７
月
中
に
送
付
し
ま

す
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
際
に
は
、
介
護
保
険
被
保
険

者
証
と
一
緒
に
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
や
施
設
な
ど
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

》
い
ず
れ
も

▼
問
合
せ　
長
寿
い
き
が
い
課

　
　
　
　
　
℡
89
・
２
１
５
７

❸
マ
ル
福
対
象
の
方

マ
ル
福
カ
ー
ド
は
８
月
１
日

　
　
　
　
　
に
更
新
さ
れ
ま
す

▼
対
象

●
乳
幼
児
（
未
就
学
児
）
お
よ

び
小
中
高
生
等

●
ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童
生
徒

等
●
65
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手

帳
４
〜
６
級
を
お
持
ち
の
方

●
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
社
会
保
険
本
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級

の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

②
療
育
手
帳
Ａ
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

（
１
級
）
の
交
付
を
受
け
て
お

り
、
自
立
支
援
医
療
費
（
精

神
通
院
）
の
支
給
を
受
け
て

い
る
方

※

対
象
区
分
に
よ
っ
て
は
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す
。
制
限
額

を
超
え
て
対
象
と
な
ら
な
い

方
に
は
、
非
該
当
通
知
を
送

り
ま
す
。

■
手
続
き
が
不
要
な
方

　
令
和
６
年
中
の
所
得
確
認
が

で
き
、
引
き
続
き
該
当
と
な
る

方
に
は
、
新
し
い
マ
ル
福
カ
ー

ド
を
７
月
31
日
ま
で
に
郵
送
し

ま
す
。

■
手
続
き
が
必
要
な
方

●
新
た
に
対
象
と
な
る
方

●
令
和
６
年
中
の
申
告
状
況
や

所
得
確
認
が
で
き
な
い
方

※

手
続
き
が
必
要
な
方
に
は
、

後
日
郵
送
で
通
知
し
ま
す
。

■
次
の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

▼
65
歳
以
上
で
、
身
体
障
害
者

手
帳
４
〜
６
級
を
お
持
ち
の
、

マ
ル
福
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い

な
い
方

　
国
民
健
康
保
険
や
社
会
保
険

な
ど
の
被
扶
養
者
の
方
で
、
ご

本
人
や
同
一
世
帯
の
ご
家
族
の

所
得
金
額
が
基
準
額
を
超
え
て

い
な
け
れ
ば
、
マ
ル
福
カ
ー
ド

を
交
付
し
、
医
療
費
の
自
己
負

担
額
を
全
額
助
成
し
ま
す
。

▼
資
格
確
認
書
な
ど
の
社
会
保

険
本
人
を
お
持
ち
の
18
歳
ま

で
の
方

　
乳
幼
児
（
未
就
学
児
）
お
よ

び
小
中
高
生
等
、
ひ
と
り
親
家

庭
の
児
童
生
徒
等
に
該
当
し
、

社
会
保
険
本
人
の
方
で
マ
ル
福

カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
な
い
方
は
、

マ
ル
福
の
対
象
と
な
り
ま
す（
18

歳
の
年
度
末
ま
で
）
。
健
康
保

険
情
報
が
分
か
る
も
の
（
資
格

確
認
書
な
ど
）
を
お
持
ち
に
な

っ
て
、
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

》
い
ず
れ
も

▼
問
合
せ　
市
民
保
険
課

　
　
　
　
　
℡
89
・
２
１
５
９

　
地
域
局
市
民
福
祉
課

　
　
　
　
　
℡
73
・
２
１
１
４

　
県
外
の
医
療
機
関
で
受
診

し
た
場
合
は
、
医
療
機
関
へ

自
己
負
担
額
を
支
払
っ
た
後

に
市
役
所
へ
の
申
請
に
よ
り
、

後
日
振
り
込
み
で
医
療
費
の

自
己
負
担
分
を
お
返
し
し
ま

す
。

市職員が各家庭を訪問し
古い被保険者証などを
回収することはありません！
　古い証はご自身でハサミなどで裁断して
破棄してください。不審な訪問を受けた場
合は、古い証は渡さずに、ご連絡ください。


